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使
い
み
ち
が
原
料
費
や
人
件
費
な
ど
で
あ
り
な

が
ら
、
短
期
で
は
な
く
長
期
の
資
金
調
達
が
望
ま

し
い
「
長
期
運
転
資
金
」
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う

な
仕
組
み
で
必
要
と
な
る
の
か
を
簡
単
な
モ
デ
ル

で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
第
一
期
の
表
は
、
三
か
月
一
サ
イ
ク
ル
で
、
原

料
費
五
〇
万
円
と
賃
金
四
五
万
円
を
も
と
に
一
〇

〇
万
円
の
農
産
物
を
生
産
し
、
五
万
円
の
利
益
を

得
る
事
業
の
年
間
の
資
金
繰
り
の
状
態
を
示
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
表
に
示
し
た
も
の
以
外
の

費
用
や
機
械
な
ど
の
資
産
は
一
切
考
慮
し
な
い
も

の
と
し
ま
す
。

　
こ
の
第
一
期
の
表
に
お
い
て
は
、
三
か
月
ご
と

に
五
万
円
の
利
益
が
出
て
、
こ
れ
が
翌
期
に
繰
越

し
と
な
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
一
年
間
の
利
益
は
二
〇

万
円
と
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
期
末
の
貸
借
対

照
表
で
は
資
産
と
し
て
現
金
二
〇
万
円
、
資
本
と

し
て
当
期
利
益
二
〇
万
円
と
な
り
ま
す
。
損
益
計

算
書
で
は
、
年
間
の
売
上
四
〇
〇
万
円
に
対
し
、

原
料
費
と
賃
金
が
計
三
八
〇
万
円
で
、
差
し
引
き

二
〇
万
円
の
当
期
利
益
が
計
上
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
各
期
ご
と
の
収
入
で
支
出
が
ま

か
な
わ
れ
、
ほ
ぼ
変
化
も
な
く
継
続
し
て
い
く
経

営
に
お
い
て
は
、
各
期
中
の
入
金
と
支
払
い
の
時

期
の
差
に
よ
り
必
要
と
な
る
短
期
運
転
資
金
以
外

に
は
、
何
ら
資
金
調
達
は
必
要
な
い
は
ず
で
す
。

　
さ
て
、
次
に
第
二
期
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ

の
期
の
は
じ
め
に
経
営
に
と
っ
て
重
要
な
変
化
が

起
き
ま
し
た
。
農
産
物
の
販
売
先
か
ら
の
代
金
支

払
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
即
日
現
金
決
済
か

ら
「
三
か
月
ご
と
期
末
締
め
の
翌
期
期
首
入
金
」

へ
の
変
更
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と

し
た
の
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
第
二
期
の
表
に
は
変
化
が
起
き

ま
す
。
一
〜
三
月
期
の
期
首
に
は
、
前
期
か
ら
の

利
益
の
繰
越
し
が
二
〇
万
円
あ
り
ま
す
が
、
販
売

代
金
の
入
金
は
三
か
月
後
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ

の
ま
ま
で
は
原
料
費
と
賃
金
の
支
払
い
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
の
支
払
い
の
た
め
の
資
金
と

し
て
必
要
最
低
限
の
七
五
万
円
を
借
入
金
と
し
て

調
達
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
一
〜
三
月
期
に
は
翌
期
へ
の
繰
越

し
は
〇
と
な
り
、
そ
の
後
は
元
ど
お
り
三
か
月
ご

と
に
一
〇
〇
万
円
の
入
金
と
九
五
万
円
の
支
出
が

あ
っ
て
五
万
円
の
利
益
が
残
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル

が
続
き
ま
す
。
そ
し
て
期
末
に
お
い
て
、
三
サ
イ

ク
ル
分
の
利
益
の
蓄
積
一
五
万
円
を
借
入
金
の
返

済
に
あ
て
た
う
え
で
決
算
を
迎
え
ま
す
。

　
第
二
期
の
決
算
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
損
益
計
算

書
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
第
一
期
と
ま
っ

た
く
同
様
と
な
り
ま
す
。
売
掛
金
分
も
売
上
に
計

上
さ
れ
ま
す
か
ら
、
年
間
の
売
上
高
は
四
〇
〇
万

円
、
原
料
費
と
賃
金
が
計
三
八
〇
万
円
で
、
差
し

引
き
当
期
利
益
は
二
〇
万
円
と
な
り
ま
す
。

　
一
方
、
貸
借
対
照
表
は
様
相
が
違
い
ま
す
。
現

金
は
す
べ
て
借
入
金
の
返
済
に
あ
て
た
た
め
に
〇

と
な
り
、
売
掛
金
一
〇
〇
万
円
が
資
産
で
す
。
反

対
に
、
負
債
と
し
て
借
入
金
六
〇
万
円
（
七
五
万

円
借
り
入
れ
て
一
五
万
円
返
済
し
た
残
金
）
が
計

上
さ
れ
、
資
本
と
し
て
第
一
期
の
繰
越
利
益
と
第

二
期
の
利
益
が
各
二
〇
万
円
計
上
さ
れ
ま
す
。

　
第
二
期
に
お
い
て
も
第
一
期
と
変
わ
ら
ず
農
業

生
産
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
販
売
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
損
益
上
は
何
ら
変
わ
ら
ず
利
益
は
出

て
い
る
の
で
す
が
、
販
売
先
か
ら
の
支
払
条
件
の

変
更
に
応
じ
、
費
用
支
払
い
の
た
め
の
運
転
資
金

を
借
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
元
現
金
は
な

く
な
り
、
借
入
金
は
期
末
に
お
い
て
も
ま
だ
六
〇

万
円
が
残
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
借
入
金
は
第
二
期
の
一
年
間
の
う
ち
に
は

返
済
で
き
ず
、
翌
期
以
降
も
借
り
続
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
第
二
期
の
ま
ま
の
経
営
が
継
続
す
る

と
す
れ
ば
、
一
年
間
に
二
〇
万
円
の
利
益
を
も
っ

て
借
入
金
を
返
済
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
六
〇
万

円
を
返
済
す
る
ま
で
に
な
お
三
年
（
借
入
時
か
ら

は
四
年
）
か
か
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た

返
済
の
た
め
の
必
要
期
間
を
は
じ
め
か
ら
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
借
入
金
は
、
借
入
時
に
お
い
て

期
間
四
年
程
度
の
長
期
借
入
金
と
し
て
調
達
す
る

こ
と
が
妥
当
で
す
。
こ
れ
が
長
期
運
転
資
金
の
一

例
で
す
。

　
使
い
み
ち
が
原
料
費
や
賃
金
で
あ
っ
て
も
短
期

運
転
資
金
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
達
方
法

は
冷
静
な
計
算
の
も
と
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
次
回
も
こ
の
モ
デ
ル
を
土
台
に
も
う
少
し
長

期
運
転
資
金
の
必
要
性
を
み
る
こ
と
と
し
ま
す
。
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(第２期）　
売上代金回収の長期化により長期運転資金を必要とする状態

　

（単位：万円） 計

貸借対照表(期末) 
（単位：万円）

現金 0 借入金 60
売掛金 100 前期繰越 20

当期利益 20
100 計 100

1～3月 4～6 7～9 10～12 年間計 1～3月 4～6 7～9 10～12 年間計
前期繰越 20 0 5 10 損益計算書

売上入金 0 100 100 100 300 （単位：万円）

原料費支払 50 50 50 50 200 売上 400
賃金支払 45 45 45 45 180 原料費 200
借入金 75 0 0 ▲ 15 60 賃金 180
翌期繰越 0 5 10 0 当期利益 20

(第１期）　
長期運転資金を必要としない状態

　

（単位：万円）

前期繰越 0 5 10 15 損益計算書

売上入金 100 100 100 100 400 （単位：万円）

原料費支払 50 50 50 50 200 売上 400
賃金支払 45 45 45 45 180 原料費 200
借入金 0 0 0 0 0 賃金 180
翌期繰越 5 10 15 20 当期利益 20

貸借対照表(期末) 
（単位：万円）

現金 20 当期利益 20

20計 20 計

（取引条件の変更）

・販売先の要請により、１月から代金が「３
か月ごと期末締め翌月１日入金」に変更。

・資金不足は借入金で賄い、年末に可能な限
り返済する。

（取引条件など）

・売上、原料費、賃金いずれも現金取引。
・下表以外の費用や税負担等はないものと仮定。
・各３か月内の短期運転資金は問題としない。

■外国人入国管理のお話

　現在、「不法滞在者を５年間で半減させる

政策」に伴い、入国管理局は大変厳しい姿勢

となっています。

　不法就労となる外国人を雇ったり、あっせ

んしたりした事業主は、入管法によって、3

年以下の懲役または200万円以下の罰金に処

せられます。会員の皆さまにおかれましても、

外国人を雇用するときのルールの遵守に、く

れぐれもご留意下さい。

　また、外国人研修生の受入れにおいても、

書類提出が少々遅れた等の簡単な場合であっ

ても、研修停止・研修生帰国という厳しい判

断が下されるようになりました。

　当協会でも、受入れに関しては慎重を期し、

徹底した管理を改めて進めていく所存です。

■総会「委任状」のご提出ありが
　とうございました。

　現時点で７７０強の委任状をいただきまし

た。過半数まであと少しですが、出席者を含

めると過半数を超える見込みです。皆さまご

協力ありがとうございました。

■アンケートの提出のお願い

　会員の皆さまに「経営改善資金の活用に関

するアンケート調査」をお願いしております

が、締め切りは３月５日（金）となっており

ますので、ご協力お願いいたします。

【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。


